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※は県例規集登載
【告示】

番 号 表 題 担当課名

４２７ 特定第２号漁業者の同意が漁業災害補償法 水産振興課

に規定する要件に適合すると認める件

４２８ 特定調達契約について一般競争入札により 教育委員会

落札者を決定した件

【正誤】

番 号 表 題 担当課名

※ 令和６年３月２６日付け徳島県報第６８３ 公安委員会

号徳島県公安委員会規則第６号中訂正



徳
島
県
告
示
第
四
百
二
十
七
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
八
条
第
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
加
入
区
の
特
定
第
二
号
漁
業
者

の
同
意
が
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
る
の
で
、
公
示
す
る
。

令
和
六
年
八
月
二
十
三
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

法
第
百
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
漁
業

加
入
区
の
名
称

加
入
区
の
区
域

漁

業

の

区

分

宍
喰
加
入
区

宍
喰
漁
業
協
同
組
合

釣
り
又
は
浮
き
は
え
縄
を
使
用
し
て
、
か
つ
お
、
ま
ぐ
ろ
、
か

の
地
区

じ
き
又
は
さ
め
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

阿
南
中
央
（
大
潟
）

阿
南
中
央
漁
業
協
同

底
び
き
網
を
使
用
し
て
営
む
漁
業

加
入
区

組
合
の
地
区
の
う
ち

阿
南
市
大
潟
町
の
区

域

中
林
加
入
区

中
林
漁
業
協
同
組
合

法
第
百
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
漁
業

の
地
区



徳
島
県
告
示
第
四
百
二
十
八
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の

で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第

三
百
七
十
二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
八
月
二
十
三
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

電
子
黒
板
機
能
付
き
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
及
び
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
ボ
ッ
ク
ス

九
十
四
組

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
Ｄ
Ｘ
推
進
課

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
六
年
七
月
十
七
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

テ
ッ
ク
情
報
株
式
会
社

板
野
郡
板
野
町
犬
伏
字
東
谷
六
番
地
三
三

五

落
札
金
額

三
千
五
百
九
十
七
万
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
六
年
六
月
七
日



正

誤

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日
付
け
徳
島
県
報
第
六
百
八
十
三
号
徳
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号
中
次
の

と
お
り
訂
正

ペ
ー
ジ

行

誤

正

四

二
十
六

講
ず
も
の
と
す
る

講
ず
る
も
の
と
す
る
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